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ADR調停人推薦提携機関：一般社団法人 日本建築まちづくり適正支援機構
法務大臣認証裁判外紛争解決機関：日本不動産仲裁機構ADRセンター

ADR調停人研修

ADR（裁判外紛争解決制度）調停人とは
当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すADR
　ADR (Alternative Dispute Resolution) とは「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続によらずに紛争を解決する手法を
いいます。通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決
を与えます。これに対して「ADR」は、当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。

❖ADRのメリット❖

　紛争の調停・あっせんを行う民間事業者に国の「認証」を与え、裁判外での紛争解決の促進を図る目的で、平成 19 年に『裁
判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律』（通称、ＡＤＲ法）が施行されました。認証事業者は、紛争の当事者双方からの依
頼を受け、弁護士でなくとも、報酬を得て和解の仲介ができます（弁護士法第 72 条の例外）。認証事業者の行うＡＤＲには、①
時効の中断、②訴訟手続の中止、③調停前置原則の不適用といった強い効果が認められます。

報酬を得て和解の仲介ができるADR調停人（弁護士法第72 条の例外）

調停人となるメリット ADR調停人になるためには
●調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる
●ＡＤＲ相談を通して専門性の信頼度を上げることができる
●法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上する

※通常、弁護士でない者がトラブルの解決を業務として行うことは非弁行為となり禁止されています。（ADR調停人は例外）

①日本建築まちづくり適正支援機構に申込み推薦を受ける

②日本不動産仲裁機構で研修を受ける
③認定、登録、（入会）

≪JCAABE日本建築まちづくり適正支援機構と日本不動産仲裁機構、ADRの関わり≫

＜ADR調停人研修のお申込み・お問い合わせ＞

●講習 ●認定
●推薦 ●登録

※日本建築まちづくり適正支援機構は
建築系唯一の提携推薦機関です。

建築やまちづくりのトラブルを調停する専門家

JCAABE一般社団法人 日本建築まちづくり適正支援機構・事務局　
〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町1-11-4 日本橋吉泉第二ビル 5階　電話：03-3524-7224　FAX：03-5847-8236 MAIL：info@jcaabe.org

※登録建築家は、公益社団法人日本建築家協会が認定する建築専門家です。
※専攻建築士は、公益社団法人日本建築士会連合会が認定する建築専門家です。

※日本不動産仲裁機構 ADRセンターでの研修費用 55,000 円・税別が別途必要です。

NPO法人
日本住宅性能検査協会

相談

→→→

→→

→→
建築

紹介

支援

＜建築系＞

JCAABE

研修内容（20h）
●倫理・活動
●法的知識
●面談技法
●調停技法
※DVD＋1日集合研修

＜調停人候補者研修推薦費用：18,000 円・税込＞

宅建士・技術士
司法書士・博士号 JIA文化財修復塾修了者


